
■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

・【最終年度見込み（最終年度の成果達成見込み）判定の目安】最終目標達成率66.7％（４年÷6年×100）以上で「Ａ.順調」、53.4％（66.7％×80％）以上で「Ｂ.概ね順調」、40.0％（66.7％×60％）以上で「Ｃ.やや遅れている」、40.0％未満で「Ｄ.遅れている」　　※「（　）」付きは前回判定結果

・【単年度の判定基準】前年度に比して順調に近づいているもの「Ａ.順調」、目標にやや近づいているもの「Ｂ.概ね順調」、目標から遠ざかっているもの「Ｃ.遅れている」

・指標について、※印は総合計画（基本計画）に記載していないもの。

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因

01子育てと医療・福祉の充実した明るく健やかなまちづくり（政策統括監：保健福祉部長）

01-01子育て環境の充実

1 01-01-01子育てと仕事の両立の支援　〈Ｈ30年度外部評価対象施策〉

①
年度当初の保
育園待機児童
数

公立保育園　7
園
私立保育園　10
園
私立認定こども
園　2園
私立小規模保
育事業所16箇
所
私立事業所内
保育事業所　1
箇所

7人 9人 2人 0人 71.4% 40%

②
年度末の保育
園待機児童数

毎年度の３月１
日の待機児童
数（児童数の月
内の変更は無
い）
〈下段「（）」付き
は、未入所児童
数〉

31人
(191人)

187人
（229人）

202人
（208人）

0人 -551.6% 20%

③

放課後児童クラ
ブへの入所希
望者が入所でき
ている割合

14学童保育所
（34児童クラブ）

100% 100% 100% 100％ 達成 20%

④
特別保育実施
園数

特別保育を実施
している延べ園
数
乳児保育10、延
長保育20、一時
保育2、病後児
保育2

15園 30園 34園 30園 126.6% 20%

01-01-02子育て家庭等への支援

2

　児童手当や児
童扶養手当等の
支給のほか、医
療費の助成や保
育所保育料の軽
減などを行うこと
で経済的負担の
軽減が図られて、
安心して子育て
することができて
いる。
　　援助が必要な
母子家庭等が自
立し安定した生活
を送ることができ
ている。

①

育児環境が整
備され、安心し
て子育てができ
ると思う人の割
合

市民意識調査
による［隔年実
施］

70.6％
64.8％
[H28]

64.1% 80％ 未達成 100% B
B

(B)

市民意識調査（隔年実
施）における「育児環境
が整備され安心して子
育てができると思う人」
の割合が基準年よりも
減少しており、前年度
に比して目標値から遠
ざかっているため。

子どもの医療費給付を
拡充し、また保育料の
軽減対象を拡大するな
ど、市民からの要望に
少しずつ応えている。

①医療費助成の対象者を拡大して
ほしいとの市民要望がある。

②子どもに対しての医療費給付に
ついて、県内１4市中４市が小学校
６年生まで、９市が中学校卒業ま
で、１市が高校卒業までと対象を
拡大している。加えて、所得制限
の撤廃、受給者負担の軽減など、
独自の基準を設けている。

③私立幼稚園就園奨励費補助金
について、国の制度改正により補
助額が引き上げられた。

①平成26年度に医療費給付対象
を多子世帯から小学３年生まで、
平成28年度には小学６年生まで、
さらに平成30年８月からは中高生
まで拡大した。また、就学前の乳
幼児の医療費給付方法の現物給
付化、受給資格の自動更新にする
など、市民からの要望に少しずつ
応えてきている。

②各種手当について、制度、申請
方法などを広報及び窓口で市民へ
周知した。

③子ども・子育て支援新制度への
移行に伴い、平成27年４月に保育
料の一部減額（3歳児分）を行った
ほか、29年４月より多子軽減の対
象を拡大した。

①医療費給付の拡充内容が市
町村間競争となっている。

②令和元年10月の幼児教育無
償化にあたり、影響を把握しきれ
ていない。

①医療費給付の拡充内容が安
心して子育てができるまちづくり
に対しての市民ニーズにマッチし
たものか今後新たに検証を行う。

②保育料について、平成29年４
月より多子軽減の対象を拡大適
用を行っている。令和元年10月
の国の幼児教育無償化への対
応にあたり、引き続き負担軽減に
努めていく。

適切に構成され
ている。

・放課後児童クラブへ
の希望者が入所できる
割合と、特別保育実施
園数は最終目標に達し
た。
・年度当初の待機児童
数は、改善が見られた
ものの、未満児の保育
利用希望者は年度末
に向けて増加していく。
保育士不足から受入児
童数を制限せざるを得
ない施設もあり、年度
末の待機児童数につい
ては、改善が見込めな
い状況となっている。

※待機児童数について
通園が30分以内の範
囲の保育所が空いてい
ないため、利用できな
い児童がカウントされ
ている。　小規模保育
所の増加や保育サービ
スの拡充による利用者
の増加に比例し、待機
児童も増加している。
入所申請が出されたま
ま入所決定していない
待機児童について、認
可外保育所の利用な
ど、実態の把握を全て
行うのは困難であり、
正確とは言えない数値
となっている。

①女性就業率の上昇等とともに保
育申込者数が増加しており、需要
の伸びに供給が追いついていな
い。

②H27年度からの子ども・子育て
支援新制度により、小規模保育事
業者の開設が進み、旧制度時に
比べ、0～2歳児の保育の受け皿
は増加している。

③教育（幼稚園）の利用希望者が
減少している。

④保育施設の増加や他職種への
人材流出などにより、保育施設で
は人材確保が難しくなっている。

①保育所の安定的な運営や保育
士の処遇改善、保育所等の設置
に財政支援を実施し、保育の受け
皿を拡大している。

②保育園と認定こども園につい
て、公立で施設整備する場合は国
の補助がなく、現時点で市としての
整備計画がない。

③保育士の人材確保について、学
生等を対象にしたPR事業を行って
おり、市内施設への就職に結びつ
けている。

④学童保育所に対し、規模に関わ
らず安定的に運営されるよう、国
の補助制度に加え市独自の財政
支援を行っている。

⑤保育園等の施設整備の支援に
合わせ、特別保育の実施箇所を増
やしてきている。

①待機児童については、小規模
保育事業所の開設や利用定員を
増加することにより、保育全体の
サービス供給量としては「子ど
も・子育て支援事業計画（H27.3
策定）」の見込みを上回ってお
り、年度当初は10人以下に抑え
ている。しかし、４月以降の入所
希望者（特に0，1歳児）すべてが
サービスを受けられるようには
なっておらず、保育ニーズに対応
できていない。

②幼稚園の利用者が全体的に
減少してきている。小規模保育
事業所の卒園後、多くが保育所
への入所を希望しており、受け皿
として機能しきれていない。

③保育士が全般的に不足してお
り、民間事業者が事業拡充や新
規展開の検討に当たって躊躇す
る大きな要因となっている。ま
た、給与等で条件のいい他業種
への転職の事例も生じており、保
育士の処遇改善や経済的負担
軽減等による人材確保策が求め
られている。

④令和元年10月からの幼児教
育・保育の無償化の影響が把握
しきれていない。

①待機児童解消のため、私立幼
稚園の認定こども園への移行を
支援し、保育の受け皿の拡大
（特にも産休・育休明けの0歳児）
を実現する。

②事業所内保育施設及び企業
主導型保育施設について商工部
等と連携し取り組む。

③保育施設の安定的な運営のた
め、職場環境の整備や賃金処遇
改善等を引き続き支援する。

④保育人材の確保のため、保育
士の養成機関などと連携した新
規保育士、潜在保育士の市内就
職を促す取組みを強化するととも
に、新たな確保策を検討する。

　実施し得る事
務事業として、
概ね適切に構成
されている。
　今後、保育士
確保に向けた新
たな展開の検討
による具体化が
必要である。

H29実績 H30実績
最終目標

［H32］
最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

1

保護者の就労形
態の多様化や家
庭環境の変化に
対応した保育
サービスが充実
しており、利用し
たいときに常に利
用できる状態と
なっている。

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

C
C

(D)
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-01-03地域における子育て支援の推進

01-01-04子どもの健やかな成長をはぐくむ環境の整備

4

　幼保小の連携
により、園児の小
学校への接続が
円滑に行われて
いる。
　幼稚園・保育園
の環境が整備さ
れ、安全な教育・
保育が実施され
ている。

①

公私立幼・保の
教諭・保育士及
び園児の小学
校訪問等連携
交流の実施（幼
児教育振興プロ
グラム関係）

連携交流を実施
した園数
（公立幼稚園５
園、私立幼稚園
５園、公立保育
園７園、私立保
育園10園、私立
認定こども園２
園）

28園
全園

（29園）
全園

（29園）
全園

(28園)
達成 100.0% Ａ

A
(A)

市内全地区全園におい
て、幼保小等連携の実
践活動を行った。

①文部科学省においても、スタート
カリキュラムスタートセットを作成
し、小学校への円滑な接続に向け
た取り組みを行っている。

②子ども・子育て支援新制度で
は、幼保一体化（認定こども園化）
を推進している。

①市内全ての幼稚園、保育園、認
定こども園及び小学校において北
上市幼児教育振興プログラムに
沿った幼保小等連携事業を実施し
た。

②園ごとに工夫して小学校との交
流事業に取り組んでいる。

①幼稚園、保育園、認定こども園
及び小学校の職員に対する研修
や情報及び意見交流を行う機会
が少ない。

②老朽化した公立施設（幼稚園、
保育園）整備が急務となってい
る。

①北上市幼児教育振興プログラ
ムの着実な浸透を図るため、推
奨している研修や交流が多くなる
よう働きかけを行う。

②施設の整備については、平成
26年度に策定した北上市子ども・
子育て支援事業計画の方針に基
づき事業実施する。

③幼児教育振興プログラムは、
令和２年度が計画の最終年度と
なるため、その後の事業展開に
ついて、整理する必要がある。

①事務事業は適
切に構成されて
いる。

②北上市幼児教
育振興プログラ
ム（平成26年度
策定）に沿った
幼保小等連携実
践活動が全ての
園において行わ
れていることか
ら、当初の目標
は達成されてお
り、指標の見直
しについて検討
が必要である。

①ファミリーサポートセンター事
業については、広報やホーム
ページにより引き続き事業を周
知するとともに、あずがり会員を
増やすために、行事等での周知
を図る。また、あずかり会員から
の紹介、おねがい会員からあず
かり会員への勧誘を働きかけ
る。

②急速なSNSの発達により、子
育て世代が集まって活動する必
要性など、子育て支援センター
やコンシェルジュに寄せられた相
談等を分析しニーズ把握に努め
ていく。

当該施策の事務
事業であった
「家庭児童相談
室設置事業」
は、施策体系
コード 1-1-5「保
護や支援を要す
る児童へのきめ
細やかな取り組
の推進」へ移行
している。従来
は指標に家庭児
童相談に係る２
項目が掲載され
ていたが、見直
しにより1項目の
みとなっているこ
とから、指標とし
て想定されるも
のについて検討
している状況で
ある。

達成 100.0% Ａ
A

(A)

指標は最終目標に達し
ている。

子育て支援センター事
業、子育て支援コン
シェルジュの設置事
業、認定こども園の子
育て支援活動など、地
域の子育て支援に取り
組んでいる。

①子ども・子育てをめぐる様々な課
題を解決するため「子ども・子育て
支援法」が施行され、市町村が実
施する地域子ども・子育て支援事
業として、ファミリーサポートセン
ター事業を含め13の事業が定めら
れた。

②ファミリーサポートセンター事業
においては、サービスを提供する
市民（あずかり会員）にとって、社
会参加や地域参加につながってい
る（あずかり会員の多くが子育てを
終えた世代である）。

①ファミリーサポートセンター事業
においては、マッチングに至るまで
の間に、職員（アドバイザー）がお
願い会員からの要望を細かく聞き
取り、お願い会員とあずかり会員
双方の相性に配慮するなどきめ細
かく対応している。

①ファミリーサポートセンターに
おいて、マッチングするも、実際
の援助依頼には日程が合わない
など、全ての依頼に対応できて
いる訳ではないため、多くの「あ
ずかり会員」を確保することが課
題となっている。

②子育てサークルについては、
市民ニーズが把握できていな
い。

3

　地域で子育てに
対する協力や支
援が得られ、子
育て世代の悩み
や不安が軽減さ
れている（地域の
中で身近に相談
ができたり、子育
て世代が集まっ
て活動できる場
が確保されてい

る状態）。

①
ファミリーサ

ポートセンター
マッチング割合

児童の預かり等
の援助を受ける
ことを希望する
者が、援助の提
供を受けること
ができた割合
（新規依頼分）

93.8％ 100％ 100％ 100％

2 / 9 



■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-01-05保護や支援を要する児童へのきめ細かな取り組みの推進

①

こども療育セン
ターのたけのこ
教室の１日当た
りの平均利用者
数

たけのこ教室の
集団療育におけ
る１日当たりの
平均利用者数
（延べ利用者数
/開園日数）

10.7人 8.8人 9.1人
7人以上
12.5人以

下
達成 30%

②

児童発達支援
事業（こども療
育センター）の
利用者の満足
度

定点観測：担当
課

81.0％ 72.0％ 85.7％
80.0％以

上
達成 30%

③

保育園・幼稚園
等巡回訪問の１
回当たりの平均
対象児数

保育園・幼稚園
等巡回訪問の１
回当たりの平均
対象児数（延べ
対象児数/巡回
訪問回数）

3.0人 2.7人 2.8人 ３人以下 達成 20%

④
要保護児童相
談・通告件数

家庭児童相談
員が受理した児
童虐待相談・通
告件数

34件 17件 41件
40件未

満
未達成 5%

⑤
家庭児童相談
終結割合

年度内に新規に
受理した件数の
うち、終結した
割合（基準年度
以前3か年の平
均割合の維持ま
たは増加を目標
値とする）

26％ 5.88％ 9.75％ 40％ 未達成 5%

⑥
家庭児童相談
継続件数

年度内に終結
せずに次年度に
継続する件数。
（基準年度以前
３か年の平均件
数の維持または
減少を目標値と
する）

115件 147件 145件 100件 69.0% 10%

　障がい児や発
達の遅れのある
児童及び保護者
への支援により、
地域で安心して
暮らせる環境と
なっている。

B
B

(B)

指標１のこども療育セ
ンターのたけのこ教室
の１日当たりの平均利
用者数から指標３の保
育園等巡回訪問の１回
当たりの平均対象児数
まで達成できたため。

障がいや発達の遅れ
のある児童が、こども
療育センターや花巻市
のイーハトーブ養育セ
ンターなど身近な地域
で早期療育を受けられ
る環境になっている。

①保護者の障がいや発達の遅れ
に関しての早期発見・早期療育の
重要性の理解が進んできており、
こども療育センターの児童発達支
援事業の利用者が増加傾向にあ
る。

②保育園・幼稚園等の入園児に、
発達の遅れや発達が気になる児
童が増加傾向にある。
　
③利用者の満足度については、
ニーズの多様化により事業の方法
等において満足が得られなかっ
た。

④児童の虐待の相談については、
市への通告・相談の件数は増加し
ており、終結できずに継続となる
ケースも増えてきている。

①こども療育センターのたけのこ
教室の対象児の増加に対応する
ため前後半の分けての療育や事
前に出欠確認を行った。

②これまで利用者や関係者からの
意見を参考にし不都合がある事業
については、随時見直してきてい
る。
　
③各園から対象児が選定され受け
入れているが回数の調整や対象
児選定の際の精査を随時依頼して
いる効果もあり、1回当たりの平均
対象児数は目標を達成した。
　
④幼稚園、保育園や学校の児童
虐待への意識の高まりもあり、対
応ケースが増えている。

①児童発達支援事業（どんぐり・
たけのこ教室）対象児や個々に
支援の難しい児が増加傾向にあ
るため、事業が重複した日等現
職員体制ではきめ細やかな療育
提供や対応がしきれない状況と
なってきている。

②乳幼児健診等で把握した養育
不安のある家庭へ事前の働きか
けを行うなど、虐待の未然防止
のための関係各課の取り組みや
連携がますます重要となってい
る。

③要保護児童相談及び家庭児
童相談においては、多種多様な
問題を抱えたケースが増えてお
り、関係機関との連携の必要性
はますます高まっている。

④障がい児の受入にあたり、加
配の保育士や幼稚園教諭の確
保が難しいことから、入園希望に
応じられないケースもある。

①児童発達支援事業について
は、1日当たりの平均利用者数が
適正な人数となるよう、利用者数
に応じて柔軟にグループ分けす
ることのほか、新規利用者につ
いては事業利用の必要性も更に
精査しながら療育の質の確保・
向上に努めていく。また、各事業
の実施方法については、継続し
て療育専門員等関係者から意見
をいただきながら改善していく。

②母子手帳交付時の面談や乳
幼児健診において、子どもの養
育不安のある家庭があった場
合、その情報をもとに関係課協
議を行い、適切な役割分担をし、
効果的な支援方法を検討しなが
ら虐待の未然防止を図っていく。

③要保護児童相談において支援
が必要なケースについては、要
保護児童地域対策協議会におい
て関係機関とともに情報共有や
役割分担を行い、より一層の連
携を図りながら、迅速かつ適切
に対応していく。

④家庭児童相談については、今
後も北上市要保護児童対策地域
協議会におけるケース検討会議
等で具体的な支援の内容を検討
するなど関係機関と連携して対
応するとともに、専門研修等によ
りスキルアップを図り、迅速かつ
適切に対応していく。

⑤園での障がい児対応につい
て、保育士確保のための施策
と、障がい児保育補助金の拡充
を検討していく。また、私立幼稚
園については、子ども・子育て支
援新制度及び従来の私学助成
における経費支援等を分析し、
今後必要とされる市としての施策
について検討していく。

適切に構成され
ている。

5
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-01-06母子の健康の確保及び増進　〈Ｈ29年度外部評価対象施策〉

① 妊婦健診率

妊婦一般健康
診査使用枚数/
妊婦一般健康
診査交付枚数
×１００（実績書
より）

78.7％ 83.8% 79.1% 79.0％ 達成 25%

②
乳幼児健診受
診率［4カ月］

受診者数/対象
者数×１００（実
績書より）

97.0％ 97.7% 97.3% 98.0％
未達成
(99.3%)

25%

③
乳幼児健診受
診率［1歳6カ
月］

受診者数/対象
者数×１００（実
績書より）

98.7％ 98.1% 98.7% 98.5％ 達成 25%

④
低体重児出生
率

保健福祉年報よ
り

11.6％
[H25年]

10.3%
[平成28

年]
9.8% 9.1％ 未達成 25%

01-02高齢者や障がい者などの自立した生活への支援

01-02-01介護予防の推進と介護サービスの充実

①
特別養護老人
ホームの待機
者数

在宅の特別養
護老人ホーム入
所希望者で早期
入所が必要とさ
れる者

111人 59人 53人 65人 126% 40%

② 要介護認定率

３月末時点の全
ての要介護認定
者を65歳以上の
高齢者人口で除
したもの

18.38％ 18.55% 18.48%
18.5％以

内
達成 40%

③

「高齢者や障が
い者などの自立
した生活への支
援」とする施策
の満足度

満足5点、やや
満足４点、やや
不満3点

3.80 3.97 3.78 4.5 77.3% 20%

　介護予防の推
進により要介護
認定者の増加が
抑制されていると
ともに、要介護状
態になった場合
に充実した介護
サービスが受け

られている。

A
A

(Ｂ)

①指標１　第６期介護
保険事業計画（H27～
H29）の地域密着型施
設の整備が進んだた
め、待機者数が減少し
た。②指標２　目標値
水準で推移している
が、今後認定率の上昇
が見込まれる。③支援
が必要な人は増加する
が社会資源は不足して
いることから、満足度を
向上させるためには、
横断的な施策連携が
必要である。

①在宅医療介護連携
事業の推進により、在
宅での看取り率が全国
第16位（19.3％・平成29
年）となっている。

②いきいき百歳体操の
普及啓発により、住民
の自主的な活動が活
発化している。

①介護予防・日常生活支援総合
事業により、介護予防と生活支
援体制の整備を進めつつ、支援
関係者の意識の変化を促し、介
護サービス費の節減を図ってい
く。
②地域包括支援センターを拠点
とした地域包括ケアシステムの
構築を進め、地域での支え合い
体制を整備を進める。
③認知症サポーター養成講座を
引続き開催するほか、地域住民
主体の認知症カフェやサロン設
置に向け、立上げや運営などの
支援を地域包括支援センターと
協力して行っていく。
④医療、介護、地域など多職種
が連携して、認知症高齢者の早
期発見、早期対応のケア体制
（認知症初期集中支援チーム）を
構築する。
⑤介護者の負担軽減が図られる
よう、介護サービスの提供体制
の整備を図る。
⑥介護福祉士養成校の入学者
が増加するよう補助金等の支援
を継続するとともに、離職者、障
害者、高齢者等人材確保のすそ
野を広げる対策を新たに検討す
る。
⑦65歳未満の成人病予防・重度
化防止対策と65歳以上の介護予
防事業が効果的に連動し、健康
寿命の延伸につながる仕組みを
検討する。
⑧権利擁護支援体制を整備し、
市民への普及啓発活動、相談窓
口の明確化、成年後見制度の利
用の促進を図り、地域連携ネット
ワークを構築する。

適切に構成され
ている。

①妊娠届出時や乳幼児健診等
で把握した心身の健康課題や生
活環境の課題に関して個別対応
しているが、虐待やＤＶなど母子
保健領域だけで解決できない複
雑化したケースが目立ってきて
おり、安心安全な出産や育児を
包括的に支援する体制整備の必
要性があるが、現在は体制不充
分。

②妊娠届時や乳幼児健診等で
把握された養育支援家庭のうち
妊産婦へ支援する割合が増加し
ていることから、妊産婦の支援を
充実強化するための事業及びマ
ンパワーが不足している。

③市民から不妊に関する相談機
関の設置や妊娠を希望する方の
不妊治療費助成について要望が
あるものの、体制ができていな
い。

①妊娠期から把握した心身の健
康課題や生活環境の課題に対し
て、産後や子育て期に渡り包括
的に支援する子育て世代包括支
援センターの設置に向け整備を
進めていく。必要な職種、マンパ
ワーについて検討していく。

②新規に産前・産後サポート事
業の開始と訪問型産後ケア事業
の利用回数の拡大を進め、妊産
婦に対する支援を充実強化す
る。

③新規事業として妊娠を希望す
る方へ一般不妊治療費助成・特
定不妊治療費助成事業の開始
に向けた調整を進めていく。

※令和元年度から新規事業とし
て①産前・産後サポート事業、②
不妊治療費助成事業が追加とな
る。

ここ数年で、虐
待予防の観点か
ら国の施策に準
じて、訪問相談
支援の強化や妊
産婦の支援に関
する事業を次々
と新規開始して
いる。子育て支
援は元より、貧
困・少子化対策
に貢献してい
る。
事業について対
象者から好評で
事業の流れも良
好だが、子育て
世代包括支援セ
ンターの立ち上
げを目前に、マ
ンパワー不足で
支援体制が充足
していない。医
療機関や関係機
関との連携も濃
厚な課題が多い
困難ケースも増
えているため、
職員の増員が急
務。

6

　定期的に妊婦
健診や乳幼児健
診を受診すること
で、母子が出産
や育児に関する
相談や支援を受
けることができ、
安心して子育て
ができる。

A
B

(B)

妊婦健診率、乳幼児健
診受診率はほぼ最終
目標に到達してきてい
る。

乳幼児健診未受診者
については電話や家庭
訪問のほか、医療機関
や保育園や幼稚園等と
連携して状況把握し、
乳幼児の健康が保た
れていることを確認して
いる。確認困難なケー
スについての対応に課
題が残されている。

①妊婦健診や乳幼児健診を受診
する意識が市民に根付いている。

根拠：全国の乳幼児健診受診率
４か月：95.6％
1歳６か月：96.4％
（参考：平成28年度地域保健・健康
増進事業報告の概要）

①妊婦健診の無料券に加え、産後
健診と新生児聴覚検査の受診料
の助成を実施した。健診の結果や
妊娠届出時等のアンケートより、
ケースの健康課題や生活環境の
課題をアセスメントし、医療機関等
関係機関と連携している。

②訪問型産後ケア事業（りらく☆マ
マ）の開始により、産後の支援が
充実してきた。

③乳幼児健診では児の発育発達
を確認しながら、親子の困りごとや
支援ニーズを把握し、健康課題に
沿った支援を適宜関係機関と情報
共有しながら行っている。４か月児
健診では子育てコンシェルジュを
相談スタッフとして配置し、１歳６か
月児健診では発達相談員を相談
スタッフとして配置し、子育てサー
ビスや発達に関する個別相談に対
応している。

7

①第１号被保険者の増加や平均
寿命の延伸により、常時介護を必
要とする高齢者や認知症高齢者
が増加すると予測されるため、特
別養護老人ホームの入所待機者
は減少したものの、当面は常時発
生する見込みである。

②介護人材の不足により、特別養
護老人ホーム等介護事業所の運
営に支障が出ているほか、新規参
入が難しくなっている。

③少子高齢社会の進展により、高
齢者の割合（高齢化率）が年々上
昇しているとともに、平均寿命も延
伸している。
　
④認知症予防など介護予防ニー
ズが高まっている。

①要介護認定率の急激な上昇を
抑制するため、これまでの介護予
防事業（一次予防、二次予防）から
方針を転換し、住民主体の介護予
防活動を支援する取組みを強化し
ている。

②在宅医療介護連携支援センター
の設置により、医療・介護の多職
種チームケア体制の構築が進み
つつある。

③成人病予防等の保健事業と介
護予防等の介護予防事業が一体
的に提供されていないため、健康
寿命延伸の効果が表れにくい。

①介護サービスの種別やその利
用者が増えているため、介護給
付費の財政負担や介護保険料
の市民負担が上昇している。
②要介護認定に至らない虚弱な
高齢者の介護予防及び日常生
活を支援する仕組みの整備が遅
れている。また、支援関係者の
意識が「高齢者を自立して住み
慣れた地域のコミュニティに復帰
させる」という方向に至っておら
ず、ノウハウも欠如している。
③認知症高齢者が増加している
が、認知症に対する家族や地域
住民の理解が進んでいない。ま
た、地域での受け皿（サロンやカ
フェ等）も少ない。
④認知症高齢者を早期に発見し
早期に対応する医療・介護連携
による体制整備が遅れている。
⑤高齢者世帯が増加し、老老介
護や認認介護などの社会問題が
表面化している。
⑥介護福祉士養成校の定員割
れの状態が続き、介護人材不足
による事業者の危機感が増して
いる。
⑦健康寿命の延伸には、医療保
険の保険事業と介護保険の介護
予防事業の一体的な取り組みが
必要だが、連動性がなく年齢で
分けられて実施されているため、
要介護認定者の増加に歯止め
がかからない。
⑧　金銭管理や権利擁護、高齢
者虐待に関する相談件数が増え
ている。
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-02-02高齢者が活躍できる場の確保

①
生きがいを持っ
ている高齢者の
割合

介護保険計画
のアンケート調
査（3年に1回）
及び高齢者の
生きがいに関す
るアンケート調
査

69.90％ 49.8％ - 77.00％ - 40%

②
シルバー人材
センター登録者
就業率

シルバー人材セ
ンター事業実績
(就業実人員/会
員登録数）×
100

96.40％ 96.1% 92.4% 96.40％ 未達成 30%

③
ボランティア活
動をしている高
齢者の割合

ボランティア活
動センターにボ
ランティアとして
登録している人
のうち実際に活
動している人の
数の割合

28.0％ 75.2% 76.0% 38.0％ 達成 30%

④
65歳以上の就
労率（参考指
標）

国勢調査データ
による。（５年に
１回）

－ － - － - ％

01-02-03高齢者への生活支援の充実

①
福祉ふれあい
ホットライン利
用者数

申請に基づき設
置した数

526人 504人 504人 570人 -50％ 40%

②
高齢者バス券
の利用率

交付対象者のう
ち、交付した人
が実際に利用し
た実績
利用金額/（交
付者数×3,000
円）

76.4％ 74.9％ 79.7% 79.0％ 達成 30%

③
※高齢者バス
券の交付率

交付対象者のう
ち、実際に申請
した人の実績

14.96% 16.89% 19.02% 20.00% 未達成 30%

9

高齢者が住み慣
れた地域で安心
して生活できるよ
うに、緊急通報装
置の設置や相談
体制を整備して
いる。在宅生活
が困難な低所得
の高齢者に対し
ては、養護老人
ホームでの生活
支援が行われて
いる。

B
B

(Ｂ)

緊急通報装置は民生
委員を通じての申請に
基づき、サービスを提
供している。死亡又は
施設入所等による装置
撤去を徹底したところ、
利用者数が550人から
504人に減ったもので、
550人をベースに。毎年
10人程度の増加を見込
んだ。
一人暮らしの高齢者が
増加しており、潜在的
ニーズは高まっている
が、元気な高齢者の方
の中には、設置の必要
性を感じていない方も
いる。
第８次高齢者福祉計画
も同様の目標値を設定
している。

高齢者バス等助成券に
ついては、平成29年度
からタクシーの利用も
可としてから交付率、
利用率ともに増加して
いる。

8

現役引退後も地
域社会に貢献で
きるような｢居場
所｣と「出番」が得
られ、元気な高齢
者が社会の支え
手として活躍する
生涯現役社会が
実現している。生
きがいを持って安
心して暮らすこと
ができるまちであ
ること。

Ｂ
Ｂ
(B)

①生きがいを持ってい
る高齢者の割合につい
ては、３年に１度のアン
ケート調査によるもの
だが、割合が大幅に下
がった。
②シルバー人材セン
ター登録者就業率は横
ばい状態であるが目標
値をほぼ達成してい
る。

ホットラインの対象者は
常に異動するため目標
値の設定は難しい。

①近隣関係の希薄化により、緊急
通報装置を設置する際の協力員を
確保できない。

②交付されたバス券を、万一の備
えとして、使い切らない高齢者が
いる。

③バス券を交付されても、実際に
は全く利用していない高齢者がい
る。

①緊急通報装置に連動した火災
警報器を設置し、火気の不始末に
対応できている。

②平成29年度よりバスを利用でき
ない高齢者のためにタクシー利用
可とし、利用率・交付率の上昇に
つながっていおり、タクシー利用の
割合が増えている。

①高齢者世帯が増加している
が、親族、近隣関係が希薄で日
常の見守り体制が十分でない。

②交通弱者に対する地域公共交
通政策との連携が不足してい
る。

③路線バスが運行していない、
又は既存バス停が離れているな
どの空白地域があり、バスを利
用したくても利用できない高齢者
がいる。

①高齢者が住み慣れた地域で安
心して生活できるように介護、医
療、予防、住まい、生活支援サー
ビスが切れ目なく提供される地
域包括ケアシステムを構築して
いく。

②見守りが必要なひとり暮らし高
齢者等に、緊急装置及び火災警
報装置の設置を積極的に設置し
ていく。

③民間の事業者と連携し、見守
り安心ネットワーク協力事業者を
増やし、地域での見守りを強化し
ていく。

④交通弱者に対する支援策を、
地域公共交通の政策と連携し実
施していく。また、高齢者バス券
の助成金額を3,000円/年から
5,000円/年へ増額することを検
討していく。

①訪問入浴車
サービス利用者
負担額減額事業
及び訪問介護利
用者負担軽減事
業は他の在宅
サービス利用者
との平等性が図
られていないこ
とから廃止した。

②適切に構成さ
れている。

③在宅老人のた
めの寝具洗濯乾
燥サービス事業
について、事業
を見直し廃止し
た。

④在宅老人生活
用具給付事業お
よび在宅老人生
活費援助事業に
ついて、事業内
容の見直しをは
かりたい。

①価値観が多様化し自由に行動し
たいと思っている高齢者が増加し
ている。

②老人クラブの加入者数及びクラ
ブ数の減少が続いている。

③シルバー人材センターの会員登
録者数はほぼ横ばいだが、会員の
高齢化が進んでいる
(H29年度末349人、Ｈ30年度末356
人）
Ｈ30年度は、家庭の事情や体調不
良等を理由に就労ができない会員
が特に多かった。

④社会活動に参加したいと思って
いるが仲間がいない高齢者が増
加している。

①価値観が多様化する高齢者の
ニーズを把握できていない。

②老人クラブやシルバー人材セン
ターに補助金を支出し、運営を支
援している。

①意欲のある元気な高齢者が
「支える側」として活動できるよう
な意識の啓発が不足している。

②老人クラブへの加入促進が図
られるような、魅力ある事業の展
開が不足している。

③高齢者が社会貢献や生きがい
づくり活動を展開するための足
の確保が不足している。

①高齢者に関係する機関や団体
と連携し、課題の掘り起こしとそ
の解決策について検討していく。

② アンケート等で高齢者の活動
実態を把握し、価値観の多様化
にマッチするよう、事業の見直し
を行っていく。

③高齢者がいつまでも元気で暮
らせるよう、社会参加と生きがい
づくり、健康増進の目的とした事
業を継続、拡大していく。

④地域貢献の担い手として、老
人クラブの活動やシルバー人材
センターの運営を支援していく。

⑤ふれあいデイサービス事業の
さらなる参加促進を図るととも
に、高齢者同士が支えあうことが
できる体制の整備を行っていく。

適切に構成され
ている。

①　シルバー人材セン
ターでは、就業上必要
な知識と技能を身に付
けるための講習会を開
催している。
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-02-04障がい者の社会参加と自立への支援

①

障がい者支援
施設の利用者
数［日中活動系
/居住系］

利用者数（実人
数）

605人
168人

711人
200人

728人
206人

710人
175人

117% 25%

②
市内企業の障
がい者雇用率

雇用する障がい
者の数÷雇用
する常用労働者
の数

1.60％ 1.76％ 1.90％ 2.00％ 未達成 20%

③

福祉施設から
一般就労への
移行者数［累
計］

福祉施設から一
般就労への移
行者数［H23か
らの累計］

25人
［H23-26

年度累
計］

55人
［Ｈ23-29

年度累
計］

55人
［Ｈ23-30

年度累
計］（暫定

値）

100人 40.0% 20%

④

福祉施設入所
者及び社会的
入院者の地域
生活への移行
者数［累計］

福祉施設入所
者及び社会的
入院者の地域
生活への移行
者数［H23から
の累計］

10人
［H23-26

年度累
計］

32人
[Ｈ23-29
年度累

計]

33人
[Ｈ23-30
年度累

計]

65人 41.8% 20%

⑤

障がい福祉
サービス利用者
の満足度
（６段階評価）

定点観測：担当
課

4.882
［Ｈ27年

度］

4.926
［29年度］

4.859 増加 未達成 15%

01-02-05生活困窮者への支援

11

　貧困、低所得者
等の生活保護を
必要とする世帯
及び被保護世帯
の相談により、必
要な最低生活の
保障を図るととも
に、就労可能な
被保護者に対し、
就労支援すること
により、被保護者
が自立している。

①

就労支援による
就労対象者に
占める就労開
始率

就労支援プログ
ラム、福祉から
就労、通常ケー
スワークによる
就労支援者のう
ち、就労した者
の割合

31.40％ 31.13％ 32.85% 35.00％ 未達成 100.0% A
B

(Ｂ)

就労支援対象者及び
支援の結果就労に至っ
た者の人数が若干増
加しているため、数値も
わずか上がっている。

有効求人倍率の高止まりが続いて
いるが、失業等による40～50歳代
の保護申請は相当数あり、昨年に
引き続き支援対象者が多かった。

就労支援員による熱心且つ積極
的な支援を行い、就労に結びつい
た者の人数は若干増え、就職率も
上がった。

①かなり困窮してからあるいは
離職後期間が経過してから相談
に来る者が多く、自立に結びつき
にくいことから、早期に生活困窮
者自立相談支援事業の利用を促
す必要がある。

②就労阻害要因のある稼働年齢
層について長期の支援となる場
合があり、今後の就職率を下げ
ていく可能性がある。

③就労支援により就職したが続
かずに辞めてしまう場合がある
ため、就職後もフォローを行う必
要がある。

①生活困窮者が早期に相談につ
ながるよう、生活困窮者自立相
談支援事業の更なる周知を図
る。

②長期の失業や昼夜逆転により
生活習慣が整っていないなど、
すぐに一般就労につなげるのが
難しい人に対して、就労準備支
援事業を実施し、一般就労に向
けた環境を整備する。

②就労支援により就労開始した
者に対し、就労後の職場定着の
ため、定期的に電話等により就
労状況等を確認し支援していく。

事務事業は適切
に構成されてい
る。
被保護者のみを
対象とした就労
支援の指標か
ら、生活困窮者
を対象に含めた
指標を検討する
必要がある。

10

　障がい者が必
要な支援を受け
られ、必要な時に
相談できるように
なっている。ま
た、障がい者が
社会でいきいきと
暮らし、自立した
生活を実現でき
る環境ができて
いる。

Ａ
B

(Ｂ)

中間目標に対し、５つ
の指標のうち４つが順
調であり、残り１つも微
減である。最終年度の
達成見込みについて
は、現時点において２
つの指標で「順調」と評
価できるが、№３、４に
ついては毎年１人の増
加を見込んだとしても
やや遅れている状況で
ある。

①相談支援体制の充実により福祉
サービスの適切な利用につなが
り、サービス利用者が増加してい
る。

②特別支援学校の生徒の卒業後
の就労ニーズがあり、日中活動系
サービスの利用が増えている。

③標準モニタリング期間の短縮
等、相談支援事業所の負担が増
加、サービス等利用計画の作成に
追われ地域移行支援が伸び悩ん
でいる現状がある。

④障害者の職場定着率は横ばい
となっているが、新たに一般就労
へ移行した人数は前年と比較して
増加している。

①自立支援協議会、相談支援事
業所連絡会議で相談支援体制に
ついて協議を重ね、成果を上げて
いる。関係者の連携も図られスキ
ルも向上しているため適切なサー
ビス利用につながっている。

②企業に対して、障がい者雇用に
ついての啓発や成功事例等の紹
介を行い、雇用希望に対しての
マッチングなど適宜支援を行って
いる。

③サービスとしての決定はない
が、地域移行、地域定着にあたっ
ては相談支援事業所が関わって
いるのが実情であり、移行支援会
議等、関係機関で連携を図ってい
る。

④自立支援協議会やケア会議等
で地域移行希望者の支援を検討
し、適切な支援ができるよう関係機
関で連携を図っている。

①サービス利用希望者及び対象
者が増加しており、提供者側の
事業所の定員不足や介護人材
の不足等もあいまって、一部
サービスでの提供能力に不足が
生じる懸念がある。
②対象者の高齢化が進んでお
り、サービス供給量や介護給付
費が増加してきている。
③障がい者自身の社会参加スキ
ル、企業の障がい者理解及び支
援体制が十分ではなく、一般就
労に結びついても継続できずに
辞めてしまう場合も多くある。
④障がい者が地域で自立した生
活をしていくために、地域住民の
障がいに対する理解が不足して
いる場合がある。
⑤重症心身障がい者（児）や医
療的ケアが必要な障がい者（児）
に対するサービス資源が不足し
ている。
⑥障がい者を採用したい企業は
多いものの、障がい者の情報を
十分には把握できず、また雇用
するノウハウも蓄積されていな
い。

①障がい者のニーズ把握に努
め、自立支援協議会で協議しな
がら相談支援体制及びサービス
提供体制を充実させ、一人ひとり
にあったサービスの提供と本人
の希望する暮らしを実現できるよ
う支援していく。
②相談支援事業所、障がい者団
体及び障がい福祉サービス事業
所等の関係機関と連携し、障が
い者が必要な福祉サービスを受
けられるよう周知に努め、適切な
サービス提供が行われるよう協
力していく。
③自立支援協議会就労支援部
会を中心に、障がい者の多様な
就労の場を確保する方策を協議
し、企業や就労支援事業所の協
力を得ながら継続的な支援を実
践していく。
④障がい者が地域で自立した生
活を送れるよう、地域住民に対し
障がい者理解を深めるよう啓発
を図っていく。
⑤ニーズ把握に努め、不足する
サービスについて新たな資源創
出に向けて検討を進めていく。
⑥障がい者就職相談会や、自立
支援協議会就労支援部会を中心
とした随時の相談により、企業と
就労希望者とのマッチングの機
会を充実させる。

事業は適切に構
成されている。
障がい者等施設
入所者就職支度
金給付事業は対
象者が限定的で
あり、就労支援
施設の工賃等も
向上してきてい
ることから廃止と
する。
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-03健康づくりの推進と地域医療の充実

01-03-01地域医療の充実

①
人口あたりの医
師・歯科医師数

医師・歯科医
師・薬剤師調査
（総務省）及び
岩手県人口移
動報告年報（岩
手県）の数値か
ら算出
※医師・歯科医
師・薬剤師調査
は２年に１回

249.6人
/10万人

273.8人
/10万人
[H28年]

未公表
250人

/10万人
- 30.0%

②
休日当番医院・
歯科医院の診
療日数

医師会、歯科医
師会との業務委
託契約に基づく
年間契約及び
実績報告

72日
20日

72日
20日

73日
20日

72日
20日

100.7% 40.0%

③
地域医療が充
実していると思
う市民の割合

市民意識調査
による［隔年実
施］

70.5％
70.5％
[H28]

66.0％
[Ｈ30年

度]
78.0％ 未達成 30.0%

01-03-02病気の予防、早期発見、早期治療の推進

①
保険診療に係
る保険者負担
額の伸び率

総支出額の多く
を占める保険給
付費は、医療の
高度化等により
年々増加するた
め、平成20年度
から平成24年度
（見込額）までの
保険者負担額
の前年度比の
平均値である
3.13%以下に抑
えることを目標
とする。

-1.69％ -1.05％
-1.05％
（H29実

績）

3.10％以
下

達成 20%

②
メタボ対象、予
備群の割合

内臓脂肪型肥
満（メタボ、メタ
ボ予備群）の割
合が少ないと、
虚血性心疾患、
脳血管疾患の
発症リスクが低
くなる。

24.7％
26.5％

【Ｈ28年
度】

26.9％
[Ｈ29年

度]
21.00%

未達成
(-59.5％)

20%

③
各種がん検診
受診率

6つのがん検診
（胃・大腸・肺・
乳・子宮・前立
腺）の各がん検
診受診率平均

37.35％ 37.77％ 36.31％ 50.00％
未達成
(-8.2%) 30%

④
特定健診受診
率

厚生労働省に
対する法定報告
数値

40.0％
［H25年

度］

36.4％
[Ｈ28年

度]

36.0％
[Ｈ29年

度]
60.0％

未達成
(-20.0%)

30%

12

　救急医療と休日
当番医院・歯科
医院制度が充実
し、適切な医療が
受けられている。
　高度医療機能
を有する病院と初
期診療に対応す
るかかりつけ医
（診療所）が役割
分担する「病診連
携」が定着してい
る。

B
B

(B)

①人口あたりの医師・
歯科医師数が増加して
いる。
②休日当番医、休日歯
科当番医制による休日
の診療日数が確保され
ている。

①中部医療圏において
救急医療確保のために
病院群輪番制の制度
が整備されている。
②岩手中部地域医療
情報ネットワークシステ
ム「いわて中部ネット」
が稼働し、「病診連携」
をさらに一歩進めるた
めの環境整備が進んで
いる。

①中部病院の開設後、かかりつけ
医制度について市民の認知が高
まり、基幹病院（中部病院と北上
済生会病院）と診療所の病診連携
が定着してきている。

②北上済生会病院の新病院建設・
移転が順調に進んでいる。

③高齢化に対応するため病診連
携のほか、医療介護の連携が求
められており、稼働開始した「いわ
て中部ネット」では、介護情報の連
携が進められている。

①かかりつけ医制度の更なる定着
に向けて、ホームページや広報等
により、継続して市民に周知してい
る。

②北上済生会病院新病院建設事
業支援のため、補助金の交付及び
道路を含めた公共施設整備を進
めている。

③「いわて中部ネット」の運営に対
して、市から地域医療の確保と地
域包括ケアの両面から助言などの
支援のほか、補助金の交付を行っ
ている。

①「いわて中部ネット」をより効果
的なものとするため、住民及び医
療機関等の参加を増やしていく
必要がある。

①「いわて中部ネット」への住民
及び医療機関等の参加を増やす
ため、プロモーション活動等への
支援を強化する。

医師数の維持や
増加に関し、直
接的に効果のあ
る事業は実施さ
れていない。

①医療費に占める入院医療費の
割合が県平均よりも低く、医療機
関への早期受診、早期治療に努
めている傾向があり、重症化予防
に繋がっている。

②働く世代や若年層、男性の健診
（検診）受診者が少ない。

③がん検診を受診する高齢者の
中には、体力的な負担がかかるた
め受診しない人が多い。

④体に負担がかからないがん検
診は、集団検診での実施は不可
能で、また、市内医療機関での実
施も医療機器の台数が限られるこ
とから、治療を必要とする者を優
先するため実施は困難である。

①休日や夕方に受診できるよう環
境づくりを行ったり、未受診者への
受診勧奨通知など実施し、一定の
効果は得られたが、周知・PRが不
足したため、前年度受診率を上回
るまでには至らなかった。

①休日等の平均受診者数は、平
日の平均受診者数を上回り成果
を上げているが、平日の受診者
数が減少傾向にある。（平日の
受診率向上対策が課題）

②生活習慣病が重症化していく
と、本人に係る医療費負担も増
えていくことが理解されていな
い。

③健診（検診）の結果、精密検査
の対象となった市民の重症化予
防をすることが十分でない。

④健康寿命に対する意識啓発が
不足しており、具体的な取り組み
も行っていない。また、保健事業
と介護予防事業が65歳で分けら
れ、一体的な取り組みができて
いない。

①受診率向上対策として、今年
度から胃がん検診では次の取組
みを行い、成果をあげつつあり、
他のがん検診へ拡大を検討す
る。
１　集団検診日１カ月前を目途に
受診券送付
２　集団検診日の直前に勧奨は
がき送付

②特定健診受診率向上対策とし
て、個々の過去の受診歴、特性
をＡＩによる分析・分類に基づき、
受診勧奨を行う。（令和元年度か
ら外部委託により実施中）
文章やデザインを工夫することに
より、受診行動に導く手法（ナッ
ジ理論）を活用する。
個々の特性で分類したグループ
ごとにコメントを変えた受診勧奨
はがきを送付することにより、不
定期受診者・不関心者の自発的
な受診につなげる。
③市民の健康づくりに関する意
識を喚起し、生活習慣の改善に
取組むなど、第３次北上市健康
づくりプランを推進していくととも
に、より効果的な対策について
検討していく。

④特定保健指導、精密検査の重
要性を周知させ、新たにスマート
和食の考えを取り入れた特定保
健指導講習会や個別訪問等で
受診勧奨をし、重症化予防に取
組んでいく。

⑤健康増進に係る情報提供に加
え、健診受診及び健康づくり活動
に対してインセンティブを付与す
ることにより、未受診者の受診意
識や行動の変化を促すとともに、
年代や健康状態に応じた健康づ
くりの実践につなげる。

適切に構成され
ているが、周知・
PRが不足してい
るため成果に結
びついていな
い。周知・PRの
手法の検討が必
要。

13

  市民自ら検診を
受けることによっ
て、病気の早期
発見・早期治療に
つなげ、病気が
あっても自分らし
い生活ができて
いる。

C
D

(B)

①千人当たりの診療所
数が県平均を上回って
おり、かかりつけ医等
の医療提供体制が充
実していることから、医
療費の伸びが抑制さ
れ、結果として保険者
負担額が抑制された。

②各種がん検診受診
率、特定健診受診率と
もに目標が達成できな
かったが、国の目標値
が高く設定されており、
達成困難な状況にあ
る。

③特定健診は受診勧
奨をしても、長期間受
診していない者の受診
率向上に繋がらない。

③がん検診の対象者
は40歳以上だが、受診
者の半数以上が65歳
以上と高齢化してい
る。

①芸能人のがん罹患
報道で一時的に受診率
が上がる「がん検診」も
あるが、全体の受診率
向上までは影響がな
い。
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-03-03市民の健康づくりの推進

①
食生活改善推
進員数

推進委員数 371人 351人 351人 370人 2000.0.% 25%

②
人口当たりの自
殺率

厚生労働省　自
殺の統計　地域
における自殺の
基礎資料（人口
10万対）
H28.2月まで内
閣府での自殺死
亡統計、その後
の公表は厚労
省となる。

25.55/10
万人

20.4/10
万

15.1/10
万

20/10万
人

188.0% 25%

③
学校給食の喫
食率（小学校）

市内3給食セン
ターで提供して
いる給食の喫食
率

89.06％ 89.33％ 90.40％ 90.50％ 未達成 25%

④
学校給食の喫
食率（中学校）

市内3給食セン
ターで提供して
いる給食の喫食
率

90.45％ 89.85％ 89.25％ 90.50％ 未達成 25%

01-03-04国民健康保険制度の安定運営

①
特定保健指導
実施率

厚生労働省に
対する法定報告
数値

45.8％
［H25年

度］

42.7％
[Ｈ28年

度]

39.8％
[Ｈ29年

度]
60.0％ 未達成 25%

②
保険診療に係
る保険者負担
額の伸び率

総支出額の多く
を占める保険給
付費は、医療の
高度化等により
年々増加するた
め、平成20年度
から平成24年度
までの保険者負
担額の前年度
比の平均値であ
る3.13%以下に
抑えることを目
標とする。

-1.69％ -1.05%
-1.05％
（H29実

績）

3.10％以
下

達成 35%

③
特定健診受診
率

厚生労働省に
対する法定報告
数値

40.0％
［H25年

度］

36.4％
[Ｈ28年

度]

36.0％
[Ｈ29年

度]
60.0％ 未達成 40%

食生活改善推進員は
減少傾向にあるが、地
域での活動が活発に行
われ、おおむね順調に
養成できている。

人口当たりの自殺率は
減少傾向にある。

学校給食の喫食率は
未達成だが順調に上昇
している。

第３次北上市健康づく
りプランの策定により、
減塩などによる脳卒中
予防対策の強化等、取
組みの方向性が明確
になり、食生活改善推
進員協議会を中心に展
開され、市民に定着し
てきている。

①共稼ぎ世帯の増加で食生活改
善推進員のなり手が不足してい
る。

②自殺は「社会の問題」と認識され
るようになり、ハラスメントや長時
間労働などの雇用対策や、いじ
め・貧困対策等国を上げて自殺対
策が総合的に進められてきた。ま
た、自殺数は景気の影響を受ける
ことが多いが近年は経済状況も安
定しており、人口当たりの自殺者
数が減少してきている。

14

  市民が健康生
活や生活の質に
ついて考え積極

的に学ぶことで知
識を得、それに

よって行動したり
健康意識が高
まっている。

B
B

(B)

適切に構成され
ている。

①がん対策基金活用事業一部改
正により、がん予防と終末期医療
対策事業から、がん予防とがん患
者の在宅生活及び在宅療養への
支援のための事業となった。医療
機関や緩和ケアボランティア会等
との連携を促進してきている。

②相談窓口の連携やゲートキー
パー養成事業の拡大を図ったり、
「こころの体温計」システムの活用
による啓発など、自殺対策を強化
している。

③食育計画の策定を契機として、
食育関係課や関係団体との連携
が促進された。

①食生活改善推進員が活動する
際、就労との両立が難しく、長期
定着に至っていない。また、地域
での役職が重複し、一人の人が
何役も担っている場合があり、活
動が制限されている。

②地域の健康づくり団体との情
報共有や連携強化が十分でな
い。

③自殺率は減少してきたが、40
～50代の男性及び高齢者の自
殺率は依然高い状態である。単
年度の評価ではなく長期的な視
点が必要。今後も若者への対
策、働き盛りの男性への対策、
高齢者への対策、生活困窮対策
などポイントを絞っての対応が必
要である。

①食生活改善活動の意義を市民
に啓蒙していくため、地域と食生
活改善推進員が協力してこれを
推進する体制を整えていく。

②保健推進員や地域の健康づく
り団体と、意見や知恵を出し合
い、市民自らが健康づくりに取り
組む意識を高めて健康づくりプラ
ンを推進していく。

③平成30年度策定した自殺対策
計画策定を基に、全庁的な体制
及び関係機関とのネットワークを
整え、連携を強化する。
ゲートキーパー（相談者・傾聴
者）育成の拡充、企業に出向い
た出前講座の周知や若者への
心の相談窓口の周知など、地域
と一体となった自殺防止対策を
進めていく。

①高齢者の加入割合が多く、医療
の高度化等が医療費増加の要因
となるが、平成28年度からの社会
保険適用拡大等による被保険者
の減少等により、引き続き総額とし
ての医療費の伸び率は抑えられて
いる。

①生活習慣病の予防が医療費の
抑制につながることから、特定健
診及び保健指導の実施に重点を
置いた保健事業を実施している
が、特定健診受診率が伸び悩んで
いる。

①医療費が多くかかる高齢者の
加入率が高く、また、医療の高度
化等により一人当たりの医療費
としては伸びが抑制されていな
い。

②国民健康保険制度は、他の医
療保険制度と比較して低所得者
や高齢者の加入割合が高く、財
政基盤が脆弱であるうえ、長寿
化の急速な進展に伴う医療費の
増嵩等により、その事業運営は
不安定な状況である。

③特定健康診査等の受診動向
の調査などを実施しているが、結
果に対する効果的なアプローチ
の手法が確立されていない。

①医療費の抑制のため、特定健
診・保健指導の取組みとジェネ
リック医薬品の普及を継続的に
促進していく。

②安定した財政運営のため、平
成29年度から岩手県が示す標準
税（料）率と納付金を念頭に毎年
財政見通しを試算しており、その
中で当市における適切な国保税
の税率を今後も継続して検討し
ていく。

③国保データベースシステムか
ら提供される健診、医療、介護の
情報等をもとに、健康課題の把
握や医療費分析を行い、その結
果を保健事業に継続的に活用し
ていく。

適切に構成され
ている。

15

  特定健診・保健
指導による疾病
の早期予防を徹
底することによ
り、医療費増加の
抑制を図り、安定
した財政運営が
できている。

B
B

(B)

①医療の高度化等によ
り一人当たりの保険給
付費は年々増加してい
るが、被保険者の減少
や診療件数の減少によ
り前年度比が抑えられ
目標を達した。
②特定健診等は目標
に達していないが、国
の目標値が高く設定さ
れており、達成困難な
状況にある。
③特定保健指導実施
率は目標値に達してい
ないが、県内トップクラ
スの数値である。
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■平成30年度施策評価の結果概要一覧 【基本目標１】

指標に係るもの その他 外部環境 内部要因
H29実績 H30実績

最終目標
［H32］

最終目標
達成率

指標
重要度

＃
政策
体系

成果の定義 指標名 指標の説明
事務事業の
構成 ほか

単年度
最終年度
見込み
[Ｈ32]

左記の理由 成果達成状況の要因
課題の整理 今後の展望

基準年
度実績
[H26]

01-04共に支えあう地域福祉の推進

01-04-01地域で支えあう福祉サービスの仕組みづくり

①

民生委員児童
委員の専門部
会等研修参加
率

全員が所属する
専門部会（年３
回）に出席した
人の割合

87.6％ 83.2％ 82.9% 90.0％ － 25%

②

避難行動要支
援者同意者のう
ち地域支援者
（協力者）が決
まっている人の
割合

避難行動要支
援者同意者のう
ち地域支援者
（協力者）が決
まっている人の
割合

42.2％
［Ｈ27年

度］
38.4％ 28.1% 100.0％ － 25%

③

社会で障がい
者が理解されて
いると思う人の
割合

市民意識調査
による［隔年実
施］

56.0％
54.8％
[H28]

50.2% 60.0％ 未達成 25%

④
福祉協力員の
活動件数

社会福祉協議
会報告件数

130,033
件

124,314
件

122,767
件

130,000
件

94.44% 25%

01-04-02地域福祉を担う人材の育成
多様化する支援ニーズ
への対応が十分でな
い。

①定年延長等で就業している高齢
者が増加している。また、子育て世
代は子どもの行事（学校やスポ
少）等があるため、イベント的な参
加になっており、ボランティア登録
者が伸び悩んでいる。

②見守りや買い物などの生活支援
を必要とする高齢者が増加してい
る。

③障がい者を支援するボランティ
ア団体が活動している。

④高齢者を支援するＮＰＯ法人等
が活動している。

①社会福祉協議会のボランティア
活動センター事業活動を支援して
いる。

②元気な高齢者が、支援を必要と
する高齢者へのボランティア活動
を行う仕組みづくりが遅れている。
平成29年度から、住民主体の介護
予防・生活支援サービス（訪問型・
通所型サービスB）を制度化してい
る。

③意欲のある人が各種ボランティ
ア養成講座を受講したものの、継
続的に活動できる環境が整ってい
ない。

①多様化するボランティアの需
要に対応できる人材が不足して
いる。定年延長等により就業して
いる高齢者が増加し、担い手の
確保が追いついていない。

②災害時の人材確保と指揮の中
心となる拠点（センター）の体制、
支援を必要とする人の避難場所
の確保ができていない。

③ボランティアとして登録してい
ても、実際に活動している人の割
合が低い。

④免許返納による買い物や通院
等への不安を抱える高齢者が増
加している。

①多様化するニーズを把握し、
それに見合う人材を確保し、ボラ
ンティアのマッチングを図る。社
会福祉協議会への支援を継続し
ていく。

②介護予防や健康づくりにつな
がる介護ボランティアポイント制
度などの仕組みづくりを進める。

③ボランティア団体連絡協議会
に所属する団体との連携を強化
し、継続性かつ行動力のある体
制を構築していく。

④地域での支え合い活動を担
う、高齢者を含む住民ボランティ
アの養成を強化し、住民主体の
支え合い活動を行う団体へ補助
金を支給する介護予防・生活支
援サービス（訪問型・通所型サー
ビスB）の実施団体数の増加を図
る。(政策体系コード01-02-01「介
護予防の推進と介護サービスの
充実」に予算計上）

①適切に構成さ
れている。

②ボランティア
活動センターへ
の登録者数は実
働登録者数と
なっており適切
に構成されてい
る。
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  ボランティア活
動が充実し、地域
住民やNPO、社
会福祉協議会等
の関係団体との
連携が図られ、
地域の支えあい
の体制が確立さ

れ、だれもが住み
慣れた地域で安
心して生活できる
地域社会となって

いる。

①
福祉ボランティ
アとして携わる

人の数

社会福祉協議
会へのボラン

ティア登録者数
（単年度）

132人
［Ｈ27］

141人 150人 150人 100.0% 100.0% Ａ
B

(B)

実数値が目標値を上
回っているため。

①民生委員・児童委員に期待さ
れる分野が年々多様化・高度化
しており、職務の負担感が増して
いることから、民生委員のなり手
が見つかりにくいことや就任を辞
退する人が増えている。また、民
生委員の業務は大変というイ
メージついていて各地区では民
生委員の推薦に苦慮している。

②避難支援を希望する人は増加
していることから、以前のように
民生委員だけでは避難支援でき
ない。また、本当に支援が必要
か、家族が支援できないかは近
隣の人でなければわかりにくい
ため、地域の自主防災組織全体
で取り組む必要があるが、組織
体制が十分に整っていない地域
が多い。

①民生委員・児童委員の研修内
容を充実させ、積極的な研修参
加により委員全体の資質の向上
を図る。民生委員児童委員の一
斉改選年であるため、新任委員
への引継ぎをスムーズに行い、
新任研修を充実させる必要があ
る。

②避難行動要支援者名簿作成
システムを導入したことで、対象
者の管理や名簿作成がしやすく
なった。今後は市、自主防災組
織、民生委員など関係者が協力
し、個別避難支援プランの作成を
きっかけに、民生委員を含めた
自主防災組織体制の整備を進め
ていただき、併せて、地域支援者
の発掘を含めた個別の避難支援
プランの作成を推進していく。

①適切に構成さ
れている。

②指標②につい
ては、実態に則
した目標値の見
直しの必要があ
る。
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  誰もが安心して
生活できるよう地
域での福祉サー
ビスの提供がで
きている。

C
C

(C)

①民生委員児童委員
の研修参加率が低下し
た。
②平成25年の災害対
策基本法の改正によ
り、手上げ方式の「災
害時要援護者名簿」方
式から、市の義務で作
成する「避難行動要支
援者名簿」方式に変更
となり、Ｈ27以降は民生
委員を介さずに難病の
人や身障手帳1、2級の
人、療育手帳Aの人、
要介護度3以上の人に
郵送により直接同意確
認するようになったた
め、必然的に地域支援
者がいない者の割合が
増えたもの。

①児童虐待から独居高齢者の安
否まで、地域福祉を支える主要な
役割の担い手として民生委員・児
童委員への期待が高まり、専門的
な知見を得るための研修等の受講
の機会が重要になっている。
②近年、各地で自然災害が発生し
ているが、災害発生時や発生する
恐れがある場合には、行政の支援
を待つことなく、住民が自ら判断
し、避難行動をとることが、命を守
るために重要なことと認識されてき
ている情勢から、平常時から地域
の自主防災組織や民生委員など
避難支援等関係者に同意者名簿
を提供するよう法律が改正され、
避難支援に取り組む自主防災組
織などの体制強化が求められてい
る。

①民生委員・児童委員については
経験に応じた研修機会を設けてい
るが、専門部会は経験に関わらず
同じ内容を受講するため、ベテラン
にとっては関心が薄くなりがちであ
る。
②避難行動要支援者名簿の作成
により、これまでの民生委員経由
から直接本人への郵送による同意
確認となったため、地域支援者が
いる割合が伸びない。
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